
規 則

�愛媛県規則第５２号
愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

（準備書の作成）

第１１条 省略

２～６ 省略

７ 条例第１３条第１項第７号アに掲げる事項の記載に当たっては、

次に掲げる事項を明らかにするものとする。

�～� 省略

� 予測に当たり、地方公共団体その他の事業者以外の者（第６

号及び第１１項第３号並びに第４７条第７項第１号において「地方

公共団体等」という。）により行われる環境の保全に関する施

（準備書の作成）

第１１条 省略

２～６ 省略

７ 条例第１３条第１項第７号アに掲げる事項の記載に当たっては、

次に掲げる事項を明らかにするものとする。

�～� 省略

� 予測に当たり、地方公共団体その他の事業者以外の者（第６

号及び第１０項第３号並びに第４７条第７項第１号において「地方

公共団体等」という。）により行われる環境の保全に関する施
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策の効果を見込んで将来の環境の状況の推定をした場合にあっ

ては、当該施策の内容

�・� 省略

８～１２ 省略

（都市計画決定権者が手続を行う場合の条例の読替え）

第５２条 条例第４１条第１項の規定により都市計画決定権者が環境影

響評価その他の手続を行う場合における条例第５条から第３３条ま

で（条例第５条第２項、第１３条第３項並びに第２５条第１項第３号

及び第２項を除く。）の規定の適用については、次の表の左欄に

掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲

げる字句とする。

策の効果を見込んで将来の環境の状況の推定をした場合にあっ

ては、当該施策の内容

�・� 省略

８～１２ 省略

（都市計画決定権者が手続を行う場合の条例の読替え）

第５２条 条例第４１条第１項の規定により都市計画決定権者が環境影

響評価その他の手続を行う場合における条例第５条から第３３条ま

で（条例第５条第２項、第１３条第３項並びに第２５条第１項第３号

及び第２項を除く。）の規定の適用については、次の表の左欄に

掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲

げる字句とする。

省略 省略

第３２条 定める者 定める者（評価書に係る都市計画が都市計

画法第１８条第３項（同法第２１条第２項にお

いて準用する場合を含む。）、同法第８７条

の２第４項

の規定により読み替えて適用され

る同法第１９条第３項（同法第２１条第２項に

おいて準用する場合を含む。）又は都市再

生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第５１

条第２項の規定による同意を要するもので

ある場合にあっては、当該同意を行う国土

交通大臣（都市計画法第８５条の２又は都市

再生特別措置法第１２６条の規定により当該

同意に関する国土交通大臣の権限が地方整

備局長に委任されている場合にあっては、

当該地方整備局長） 及び次の各号

に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定

める者）

第３２条 定める者 定める者（評価書に係る都市計画が都市計

画法第１８条第３項（同法第２１条第２項にお

いて準用する場合を含む。）、同法第１９条

第３項（同法第２１条第２項において準用す

る場合及び同法第２２条第１項又は第８７条の

２第３項の規定により読み替えて適用され

る

場合を含む。）又は都市再

生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第５１

条第２項の規定による同意を要するもので

ある場合にあっては、当該同意を行う国土

交通大臣（都市計画法第８５条の２又は都市

再生特別措置法第８１条 の規定により当該

同意に関する国土交通大臣の権限が地方整

備局長に委任されている場合にあっては、

当該地方整備局長）又は知事及び次の各号

に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定

める者）

（事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例）

第５７条 前条第５項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決

定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画法第

１８条第３項（同法第２１条第２項において準用する場合を含む。）、

同法第８７条の２第４項

の規定により読み替え

て適用される同法第１９条第３項（同法第２１条第２項において準用

する場合を含む。）又は都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２

号）第５１条第２項の規定による同意を要する場合には、当該同意

を行う国土交通大臣（都市計画法第８５条の２又は都市再生特別措

置法第１２６条の規定により当該同意に関する国土交通大臣の権限

が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備

局長） に当該評価書を送付しなければならない。

２ 前項の都市計画について都市計画法第１８条（同法第２１条第２項

において準用する場合を含み、同法第１８条第１項及び第２項にあ

っては同法第２２条第１項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）又は同法第１９条第１項及び第２項（これらの規定を同

法第２１条第２項において準用する場合を含む。）若しくは同法第

８７条の２第４項の規定により読み替えて適用される

同法第１９条第３項（同法第２１条第２項において準用

する場合を含む。）

（事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例）

第５７条 前条第５項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決

定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画法第

１８条第３項（同法第２１条第２項において準用する場合を含む。）又

は同法第１９条第３項（同法第２１条第２項において準用する場合及

び同法第２２条第１項又は第８７条の２第３項の規定により読み替え

て適用される

場合を含む。）

の規定による同意を要する場合には、当該同意

を行う国土交通大臣（同法 第８５条の２

の規定により当該同意に関する国土交通大臣の権限

が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備

局長）又は知事に当該評価書を送付しなければならない。

２ 前項の都市計画について都市計画法第１８条（同法第２１条第２項

において準用する場合を含み、同法第１８条第１項及び第２項にあ

っては同法第２２条第１項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）又は同法第１９条第１項から第４項まで（ 同

法第２１条第２項において準用する場合を含み、同法第１９条第３項

にあっては同法第２２条第１項の規定により読み替えて適用される

場合を含み、同法第１９条第３項（同法第２１条第２項において準用

する場合を含む。）にあっては同法第８７条の２第３項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含み、同法第１９条第４項にあって
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の規定が適用される場合には、第５４条第２項の規定は、都

市計画決定権者が前条第５項の規定により送付を受けた評価書に

係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について準用す

る。この場合において、第５４条第２項中「第５２条の規定により読

み替えて適用される」とあるのは、「第５６条第５項の規定により

送付を受けた」と読み替えるものとする。

別表第２（第３４条、第５８条関係）

は同法第２２条第１項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）の規定が適用される場合には、第５４条第２項の規定は、都

市計画決定権者が前条第５項の規定により送付を受けた評価書に

係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について準用す

る。この場合において、第５４条第２項中「第５２条の規定により読

み替えて適用される」とあるのは、「第５６条第５項の規定により

送付を受けた」と読み替えるものとする。

別表第２（第３４条、第５６条関係）

省略 省略

別表第３（第４１条、第５８条、附則第２項関係） 別表第３（第４１条、第５６条、附則第２項関係）

対象事業の

区分
事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の

要件

対象事業の

区分
事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の

要件

１～８ 省

略

１～８ 省

略

９ 別表第

１ ４の

項�から

�までに

該当する

対象事業

�～� 省

略

９ 別表第

１ ４の

項�から

�までに

該当する

対象事業

�～� 省

略

� 利用を

予定する

航空機の

種類又は

数

変更前の飛行場周辺区域（公共用

飛行場周辺における航空機騒音に

よる障害の防止等に関する法律施

行令（昭和４２年政令第２８４号）第

６条の規定を適用した場合におけ

る同条の値が６２デシベル以上とな

る区域をいう。以下同じ。）から

５００メートル以上離れた陸地の区

域が新たに当該区域とならないこ

と。

� 利用を

予定する

航空機の

種類又は

数

変更前の飛行場周辺区域（公共用

飛行場周辺における航空機騒音に

よる障害の防止等に関する法律施

行令（昭和４２年政令第２８４号）第

６条の規定を適用した場合におけ

る同条の値が７５ 以上とな

る区域をいう。以下同じ。）から

５００メートル以上離れた陸地の区

域が新たに当該区域とならないこ

と。

１０～２９ 省

略

１０～２９ 省

略

別表第４（第４３条関係） 別表第４（第４３条関係）

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

１ 愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）

第６条第１項

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例

（昭和４８年愛媛県条例第３８号）第２条第１項及び第４条第

１項

６ 省略

別表第５（第４４条関係） 別表第５（第４４条関係）

１ 省略 １ 省略

２ 条例第２８条第２項第

２号の県の条例の規定

であって規則で定める

もの

� 省略

� 省略

２ 条例第２８条第２項第

２号の県の条例の規定

であって規則で定める

もの

� 愛媛県普通河川管理条例第６

条第２項

� 省略

� 省略

� 愛媛県風致地区内における建

築等の規制に関する条例第５条

第１項

３ 省略 ３ 省略
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告 示
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�愛媛県告示第１０３１号
愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例（昭和６０年愛媛県条例第１３号）

第１５条の２第１項の規定により、次のとおり浄化槽管理士の資質の

向上のための研修を指定した。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 研修の名称

愛媛県浄化槽管理士研修

２ 主催者

松山市�町２番３１号
公益社団法人愛媛県浄化槽協会

３ 研修の開催日及び場所

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１０２８号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２９号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３０号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

令和２年１０月１８日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

令和２年１０月１８日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

令和２年１１月１４日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

令和２年１１月１４日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

令和２年１２月１３日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

令和２年１２月１３日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

愛 媛 県 報令和２年９月１８日 第１４１号
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�愛媛県告示第１０３３号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央市 金生町山田井１０ 平成３０年度から
令和元年度まで

四国中央市（金生
町山田井１０）の地
籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

令和２年９月１８日

�������
�愛媛県告示第１０３４号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町笠方１７０６の６（国有林）
２ 保安林として指定された目的

かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１０３５号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和元年１２月農林水産省告

示第１５９１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１０３２号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３６号
次のとおり落札者を決定した。

開 催 日 場 所

令和２年１１月２６日（木） 松山市大可賀二丁目１番２８号
アイテムえひめ

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

地域医療情報連携システム機器等の
賃貸借及び保守管理業務委託一式

愛媛県保健福祉部
社会福祉医療局医
療対策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年８月３１日
富士通リース株式会社
四国支店
香川県高松市藤塚町一
丁目１０番３０号

１，３３４，３００円
（月額） 一般競争入札 令和２年７月２１日

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡�万町大字上野尻甲
６６３番地５
藤 岡 澄 男

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市森松町２７３番地２

藤 岡 家 喜
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市竹原町６４０番地

西野建設有限会社
抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

広島市安芸区矢野西三丁目３３
番３－５号
西 岡 正 信

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡中津村大字黒藤川２６
３３番地
竹 内 銀 藏

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡中津村大字黒藤川２５
６１番地
高 石 佐太郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡中津村大字黒藤川１８
１番戸
亀 井 栄 吉

森林所有者

愛 媛 県 報令和２年９月１８日 第１４１号
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�愛媛県告示第１０３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市旦之上土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

令和２年９月１８日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

退 任

�������
�愛媛県告示第１０３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市明理川土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年９月１８日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第１０４０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県中予保健所及び伊予市役所において告示の日から

３週間公衆の縦覧に供する。

令和２年９月１８日

愛媛県中予保健所長 三 木 優 子

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

四国旅客鉄道株式会社

香川県高松市浜ノ町８番３３号

代表取締役社長 西牧 世博

２ 工場の名称及び所在地

四国旅客鉄道株式会社 松山車両基地

伊予市上三谷甲４２６０番２

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）

別表第１第７１号 自動式車両洗浄施設

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� 加圧浮上装置＋ろ過器

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 排水口�１

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３７号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

可搬型モニタリングポスト
４式

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年９月８日
四国通商株式会社
香川県高松市丸の内４
番４号

３１，７９０，０００円 一般競争入札 令和２年７月２１日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

モニタリングポスト
５式

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年９月８日
東芝電力放射線テクノ
サービス株式会社
神奈川県横浜市磯子区
新杉田町８番地

４３，７２５，０００円 一般競争入札 令和２年７月２１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 寺 田 福 光 新居浜市大生院１００２－１

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

処理前 処理後 処理前 処理後

通常
８８．０
最大
１，０２５

通常
８８．０
最大
１，０２５

通常
８９．０
最大
１，０２６

通常
８９．０
最大
１，０２６

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．３

最大 ３．７
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．４

最大 ５．５
変更なし

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．７

最大 ５．４
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １．０
変更なし

愛 媛 県 報令和２年９月１８日 第１４１号
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� 排水口�２

�愛媛県告示第１０４１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２６

最大 １，０６３

通常 １２７

最大 １，０６４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

雨水排水口
窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 １

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ２０

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２８）第１２６１６号 平成２９年
３月３日 ㈱南洋建設 泉田 保夫 松山市余戸南１－２２－５２ 令和２年

８月４日

土木工事業、左官工事業
石工事業、管工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業、板金工事業
ガラス工事業、塗装工事業
防水工事業、建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 興居島循環線
松山市泊町甲１３４９番２から

同町甲１３７１番１地先まで

旧 ６．２～７．６ ０．０４６

新 ６．２～１５．１ ０．０４７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市東垣生町１０１６番２から

同市南吉田町３４番１地先まで

旧 １１．１～１２．１ ０．０４１

新 １３．１～１６．１ ０．０４１

愛 媛 県 報令和２年９月１８日 第１４１号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

水産修第１号 水産試験船「よしゅう」定期検査に係る修繕

業務

� 委託業務名及び数量

水産試験船「よしゅう」定期検査に係る修繕業務 一式

� 委託業務の内容等

仕様書等による。

� 委託期間

契約後、令和２年１１月２日（月）～令和２年１１月６日（金）

の期間で上架し、上架日を含む４０日以内に修繕を行う。

� 委託業務の履行場所

入札説明書等による。

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格（自動車舟艇類）を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

なお、上記資格を有しない者が、本件入札に参加を希望すると

きは、資格審査を求める書類を３�に掲げる場所に提出し、開札
日までに、上記資格を得ること。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 入札参加資格確認申請日から開札日までの間、知事が行う入

札参加資格停止の期間中でない者であること。

� 次に掲げるすべての要件を満たす者であること。

ア 造船法若しくは小型船造船業法の規定により、国土交通大

臣の登録を受け、当該船舶を修繕するために必要な船渠又は

船台を愛媛県農林水産研究所水産研究センターから自動車に

より、陸路（フェリーによる海路を含む。）を用いておおむ

ね２時間３０分以内に移動できる場所に保有又は確保できる者

であること。

イ 当該修繕期間中、小型船造船業法並びに小型船造船業法施

行規則に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある主任技術

者の資格を有する者を配置できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県農林水産部水産局水産課資源管理係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号０８９―９４１―２１１１（代表）０８９―９１２―２６１８（直通）

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出し、又は令和２年１０

月３０日（金）午前１０時までに�に掲げる場所に郵送等（書留も
しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下

同じ。）により提出すること。

� 入札説明書の交付方法

入札説明書は、公告日から令和２年１０月１６日（金）までの間

に、インターネットの愛媛県公式ホームページ（入札情報内の

本件記事）から入手すること。

ただし、これにより難い者は次により直接交付する。

ア 交付期間及び交付時間

公告日から令和２年１０月１６日（金）までの日（土、日曜を

除く。）の午前９時から午後５時までとする。

イ 交付場所

�に同じ。
� 開札の日時及び場所

令和２年１０月３０日（金）午前１１時００分

愛媛県庁第一別館８階農林水産部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

本件入札に参加を希望する者は、事前に、入札参加資格確認

申請書を、次の事項のとおり提出すること。

なお、当該申請書の内容に関し、説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。

ア 受領期限

令和２年１０月１６日（金）午後５時までに、３�に掲げる場
所に持参又は郵送等により提出すること。

イ 郵送等による取扱い

郵送等により提出する場合は、令和２年１０月１６日（金）午

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年９月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市東垣生町１０１６番２から

同市南吉田町３４番７まで
令和２年９月１８日
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後５時までに、３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者のした入札、入札者に求められ

る義務を履行しなかった者のした入札及び会計規則、入札説明

書に違反した入札は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を実施できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the services to be rendered： Ship

（Yoshu）Periodical Inspection and repair services１ set

� Time limit of tender：１１：００ a．m．，３０ October２０２０

（Time limit of tender by registered mail：１０：００ a．m．，３０

October２０２０）

� For further information，please contact： Resources

Management Section，Fisheries Promotion Division，Fisheries

Subdepartment， Agriculture Forestry and Fisheries

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel：０８９―９１２―２６１８

�愛媛県選挙管理委員会告示第３６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和２年９月１８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１５２，１９０

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，０４４

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４４，０２４

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県選挙管理委員会告示第３７号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和２年９月１８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，３４１ １４，４４７

南 宇 和 郡 １８，４２０ ６，１４０

松山市・上浮穴郡 ４３５，４５８ １３９，２４３

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３８，１４５ ４６，０４９

宇和島市・北宇和郡 ７５，９０２ ２５，３０１

八幡浜市・西宇和郡 ３６，８３８ １２，２８０

新 居 浜 市 ９９，２７９ ３３，０９３

西 条 市 ９０，７５８ ３０，２５３

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５０，１７８ １６，７２６

伊 予 市 ３１，０４６ １０，３４９

四 国 中 央 市 ７２，７２７ ２４，２４３

西 予 市 ３１，９３７ １０，６４６

東 温 市 ２８，１６１ ９，３８７

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ 老人ホーム

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種類 所 在 地 指定年月日 名 称 種類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

有料老人ホーム馬

木

省略 特定有料老人ホー

ム福寿荘

省略

省略 省略

４・５ 省略 ４・５ 省略

令和２年９月１８日 発行
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